
Ⅰ
　
は
じ
め
に

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
一
九
世
紀
は
、「
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
に
よ
っ
て

「
朝
貢
・
冊
封
秩
序
」
あ
る
い
は
「
華
夷
観
念
」
に
基
づ
い
て
維
持
さ
れ
て
き
た

「
天
下
秩
序
」
が
崩
壊
し
、
新
し
い
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
へ
強
制
的
に
編
入
さ

れ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
中
国
は
ア
ヘ
ン
戦
争
（
一
八
四
〇
〜
一
八
四
二
）
で
イ
ギ
リ
ス

に
敗
れ
、
南
京
条
約
を
結
ん
で
開
港
し
、
西
洋
列
強
と
の
通
商
が
始
ま
る
。
日
本
も

ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
の
砲
艦
外
交
に
よ
っ
て
日
米
和
親
条
約
を
結
び
、
開
国
す
る
よ

う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
に
よ
る
「
天
下
秩
序
」

か
ら
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
へ
の
急
激
な
変
化
は
、
当
時
の
朝
鮮
王
朝
の
知
識
人
に
も

大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
そ
の
「
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
を
克
服
し
よ
う
と
す

る
思
想
的
な
動
向
が
現
れ
る
が
、
そ
れ
が
朝
鮮
で
は
開
化
思
想
や
衛
正
斥
邪
思
想
と

い
う
形
と
し
て
表
出
す
る
。
特
に
衛
正
斥
邪
思
想
は
、
朝
鮮
王
朝
五
〇
〇
年
を
支
え

て
き
た
朱
子
学
の
春
秋
大
義
と
華
夷
論
的
世
界
観
に
基
づ
い
た
思
想
で
あ
り
、
対
外

危
機
に
際
し
て
、
最
も
激
し
く
抵
抗
し
た
思
想
で
も
あ
る
。
朝
鮮
朝
後
期
に
登
場
し

た
衛
正
斥
邪
思
想
は
、
当
初
は
理
論
的
・
理
念
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
が
、
次
第
に

西
欧
列
強
と
日
本
の
帝
国
主
義
的
侵
略
が
朝
鮮
の
脅
威
と
し
て
現
れ
て
く
る
と
救
国

の
実
践
思
想
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
衛
正
斥
邪
思
想
に
関
す
る
研
究
は
、
戦
前
に
は
あ
ま
り
注
目
を
受
け

な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
植
民
地
時
代
の
朝
鮮
で
「
反
日
思
想
」
で
あ
る
衛
正
斥
邪

思
想
の
研
究
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
衛
正
斥
邪
思
想
に
関
す
る
本
格
的

な
研
究
は
日
本
人
学
者
で
あ
る
旗
田
巍q

か
ら
始
ま
り
、
韓
国
で
は
旗
田
の
研
究
に
刺

激
を
受
け
た
洪
淳
昶w

の
研
究
か
ら
始
ま
る
。
以
後
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
洪
淳

昶
・
崔
昌
圭
・
李
離
和
・
陳
徳
奎
な
ど
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら

に
お
け
る
衛
正
斥
邪
思
想
に
関
す
る
評
価
は
大
き
く
二
つ
の
系
列
に
分
類
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
ず
洪
淳
昶
・
崔
昌
圭
は
、
衛
正
斥
邪
思
想
に
近
代
民
族
主
義
的
観
点

を
見
出
し
、
そ
れ
ら
が
外
勢
の
本
質
と
性
格
を
把
握
し
、
侵
略
に
対
抗
し
た
自
存

的
・
自
主
的
・
主
体
的
な
思
想
で
あ
る
と
評
価
し
たe

。
そ
れ
に
対
し
て
李
離
和
・
陳

徳
奎
は
、
封
建
的
社
会
体
制
の
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
復
古
主
義
的
政
治
理
念

と
し
て
、
歴
史
発
展
を
妨
害
し
た
反
開
化
的
・
反
民
族
主
義
思
想
で
あ
る
と
評
価
し

たr

。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
近
代
民
族
主
義
」
を
肯
定
す
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
前
者
は
近
代
民
族
主
義
と
の
つ
な
が
り
か
ら
肯
定
的
な
評
価
を
下

し
、
後
者
は
近
代
民
族
主
義
と
無
関
係
な
思
想
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

一
九
八
〇
年
代
以
後
最
近
ま
で
の
研
究
は
、「
民
族
主
義
・
愛
国
愛
族
主
義
」
と
し

て
の
衛
正
斥
邪
思
想
論
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
李
澤
徽t

・
鄭
玉
子y

・
金
鎬
城u

・
朴

敬
子i

・
イ
ミ
リ
ムo

・

錫
源!0

な
ど
の
研
究
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
衛
正
斥
邪
思
想
の
時
代
に
伴
っ
て
変
化
す
る
様

相
を
無
視
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
ば
、
肯
定
的
な
立
場
の
研
究

は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
同
じ
民
族
主
義
と
し
て
把
握
し
て
お
り
、
否
定
的
な
立
場

の
研
究
も
同
様
に
衛
正
斥
邪
思
想
が
最
後
ま
で
変
化
せ
ず
前
近
代
的
思
想
で
あ
る
と
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見
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
北
方
遊
牧
民
族
の
南
進
に
反
発
し
た
朱
熹
（
一

一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）
が
、
華
夷
論
に
基
づ
い
て
提
唱
し
た
朱
子
学
を
思
想
的
淵
源

と
す
る
衛
正
斥
邪
思
想
は
、
一
九
世
紀
の
対
外
危
機
の
際
、
最
初
は
華
夷
秩
序
に
基

づ
い
た
尊
華
攘
夷
・
春
秋
大
義
論
の
朱
子
学
的
排
外
論
と
し
て
機
能
す
る
が
、
開
港

以
降
華
夷
論
的
言
説
と
は
異
な
る
「
近
代
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
的
言
説
と
し
て
も

機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
衛
正
斥
邪
思
想
の
代
表

者
の
一
人
で
あ
る
崔
益
鉉
の
思
想
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

Ⅱ
　
衛
正
斥
邪
思
想
の
台
頭

一
九
世
紀
前
半
期
の
朝
鮮
社
会
は
対
内
的
に
は
外
戚
勢
力
が
政
権
を
独
占
す
る
勢

道
政
権
が
台
頭
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
朝
鮮
朝
を
支
え
て
き
た
王
者
の
徳
で
あ

る
朱
子
学
的
統
治
秩
序
を
お
び
や
か
す
要
因
に
な
り
、
結
局
租
税
体
制
が
乱
れ
、
民

乱
（
百
姓
一
揆
）
が
起
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
対
外
的
に
は
押
し
寄
せ
る
西
洋
勢
力

に
よ
っ
て
、
朝
貢
・
册
封
関
係
に
基
づ
い
た
「
天
下
秩
序
」
や
儒
教
的
身
分
秩
序
・

家
族
秩
序
が
動
揺
す
る
「
内
憂
外
患
」
の
時
期
で
あ
っ
た
。
衛
正
斥
邪
思
想
と
は
、

こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
「
正
」
で
あ
る
朱
子
学
的
秩
序
を
守
り
、「
邪
」
で

あ
る
西
洋
を
斥
け
、
朱
子
学
的
秩
序
を
守
ろ
う
と
す
る
儒
家
知
識
人
た
ち
の
思
想
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
を
守
ろ
う
と
す
る
動
き
は
、
早
く
は
一
八
世
紀
に
登
場

す
る
。
一
八
世
紀
に
清
に
使
行
と
し
て
参
加
し
た
一
連
の
学
者
が
、
清
か
ら
西
洋
書

籍
を
輸
入
し
、
そ
の
研
究
が
盛
ん
と
な
る
。
中
で
も
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
で
あ
る
マ

テ
オ
・
リ
ッ
チ
（M

atteo
R

icci;

一
五
五
二
〜
一
六
一
〇
）
等
が
著
し
た
書
物
が
朝
鮮

の
朱
子
性
理
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
彼
ら
の
一

部
は
、
天
主
教
の
教
理
は
「
長
い
間
中
国
で
は
朱
子
学
に
よ
っ
て
歪
ん
で
し
ま
っ
た

原
始
儒
学
の
真
理
の
完
成
」
で
あ
る
と
し
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
布
教
論
理
に

共
鳴
し
、
天
主
教
信
仰
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
広
が
り
に
、
朝
鮮
王
朝

は
警
戒
を
強
め
、
つ
い
に
天
主
教
は
、
君
臣
父
子
男
女
老
少
の
秩
序
を
乱
す
邪
教
と

し
て
認
定
し
た
。
こ
の
天
主
教
の
排
撃
の
論
理
も
正
学
を
守
り
、
邪
学
を
斥
け
る
と

い
う
朱
子
学
的
論
理
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
天
主
教
に
対
す
る
危
機
意
識
の
発
端
は
、
天
主
教
信
者
で
あ
っ
た
尹

持
忠
が
母
親
の
位
牌
を
燃
や
し
て
祭
祀
を
廃
止
し
た
こ
と
で
捕
縛
さ
れ
た
一
七
九
一

年
一
一
月
の
「
珍
山
事
件
」
で
あ
る
が
、
当
時
、
社
会
的
な
影
響
は
あ
ま
り
大
き
く

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
格
的
な
西
洋
や
天
主
教
に
関
す
る

危
機
意
識
が
問
題
化
さ
れ
た
の
は
、
一
八
〇
一
年
の
「
黄
嗣
永
帛
書
事
件
」
と
呼
ば

れ
る
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
八
〇
一
年
正
祖
が
な
く
な
り
、
幼
い
国
王
を
め
ぐ

る
一
連
の
権
力
闘
争
に
お
け
る
天
主
教
弾
圧
に
お
い
て
、
天
主
教
信
者
で
あ
っ
た
黄

嗣
永
が
、
帛
書
に
「
西
洋
の
国
々
が
朝
鮮
の
天
主
教
の
為
に
財
政
的
な
援
助
を
お
こ

な
う
こ
と
。
清
の
皇
帝
を
動
か
し
、
朝
鮮
朝
廷
に
圧
力
を
か
け
、
天
主
教
を
許
す
こ

と
。
清
の
王
子
が
朝
鮮
の
内
政
を
監
督
し
、
信
仰
の
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
。
西
洋

の
海
軍
兵
力
を
動
か
し
て
朝
鮮
朝
廷
に
圧
力
を
か
け
、
天
主
教
信
仰
の
自
由
を
得
る

こ
と
」
と
い
う
要
求
を
記
し
、
北
京
の
天
主
教
会
に
送
ろ
う
と
す
る
計
画
が
発
覚
し

た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
同
じ
時
期
に
朝
鮮
の
沿
岸
に
た
び
た
び
出
没
し
た

西
洋
船
と
共
に
西
洋
や
天
主
教
に
対
す
る
危
機
感
が
高
ま
る
契
機
と
な
り
、
こ
の
事

件
か
ら
朝
鮮
は
、
忠
も
孝
も
天
主
の
名
の
下
に
無
化
し
て
し
ま
う
天
主
教
を
信
じ
る

西
洋
を
「
禽
獣
」
と
し
て
認
識
し
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

西
洋
に
対
す
る
危
機
が
、
一
九
世
紀
前
半
期
に
西
洋
船
に
よ
る
通
商
の
要
求
と
軍
事

的
武
力
示
威
で
現
実
化
す
る
と
、
朝
鮮
の
知
識
人
層
は
、
自
ら
の
政
治
的
・
経
済

的
・
思
想
的
な
背
景
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
方
法
を
講
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た!1

。

と
こ
ろ
で
、
一
六
世
紀
朝
鮮
王
朝
の
思
想
界
は
、
二
次
に
わ
た
っ
て
の
四
端
七
情

論
弁!2

に
よ
っ
て
李
退
渓
学
派
と
李
栗
谷
学
派
に
分
裂
す
る
。
李
退
渓
は
五
三
歳
の
時
、

鄭
之
雲
が
著
し
た
「
天
命
図
説
」
を
め
ぐ
り
「
四
端
発
於
理
、
七
情
発
於
気
」
を

「
四
端
理
之
発
、
七
情
気
之
発
」
と
改
め
た
。
こ
の
修
正
を
め
ぐ
り
奇
高
峯
は
朱
子
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に
基
づ
い
て
四
端
も
七
情
に
含
ま
れ
る
と
し
、
理
気
不
相
離
の
原
則
に
よ
れ
ば
理

発
・
気
発
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
提
起
し
、
第
一
次
四
端
七
情
論
弁
が
始
ま

る
。
李
退
渓
は
「
四
端
理
発
而
気
随
之
、
七
情
気
発
而
理
乗
之
」
と
す
る
修
正
案
を

出
す
が
、
最
後
ま
で
「
理
気
不
相
離
」
に
反
す
る
「
理
気
互
発
説
」
は
あ
き
ら
め
な

か
っ
た
。

こ
の
李
退
渓
の
理
気
互
発
説
に
対
し
て
成
渾
が
李
栗
谷
に
手
紙
を
書
い
て
質
疑
す

る
こ
と
で
第
二
次
四
端
七
情
論
弁
が
始
ま
る
。
李
栗
谷
は
、
理
が
発
す
る
こ
と
を
否

定
し
、
退
渓
の
「
四
端
理
発
而
気
随
之
」
と
「
七
情
気
発
而
理
乗
之
」
の
中
で
「
四

端
理
発
而
気
随
之
」
に
は
反
対
し
、「
七
情
気
発
而
理
乗
之
」
だ
け
を
支
持
す
る
。

理
が
発
す
る
四
端
と
い
う
の
は
、
七
情
と
は
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
気
が
発
す
る

七
情
の
中
で
特
に
「
善
」
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

李
退
渓
学
派
と
李
栗
谷
学
派
の
四
端
七
情
論
弁
は
、「
理
」
を
重
ん
じ
、
性
善
を

確
保
す
る
と
い
う
倫
理
的
立
場
（
＝
李
退
渓
学
派
）
と
「
気
」
を
肯
定
し
事
実
世
界

を
論
理
的
に
解
明
す
る
と
い
う
理
論
的
立
場
（
＝
李
栗
谷
学
派
）
の
差
か
ら
発
す
る

も
の
で
、
元
々
朱
子
学
に
内
在
し
た
「
修
身
」
と
「
治
国
」
の
う
ち
、
ど
ち
ら
に
重

点
を
置
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
人
物
性
同
異
論
弁
が
行

わ
れ
る
な
ど
思
想
界
は
、
学
派
を
問
わ
ず
、
京
・
郷
に
分
裂
し
て
い
く!3

。
現
実
政
治

を
担
当
し
て
い
る
ソ
ウ
ル
の
儒
者
は
、
滅
ぼ
す
べ
き
夷
狄
で
あ
る
と
考
え
た
清
が
全

盛
を
極
め
る
と
、
清
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
を
下
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
人
物
性
同

論
を
取
り
上
げ
、
人
間
と
夷
狄
の
性
は
元
来
同
じ
「
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
清
が
全

盛
を
極
め
て
も
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
論
理
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本

然
之
性
を
強
調
す
る
立
場
で
あ
り
、
現
実
世
界
に
積
極
的
に
加
担
し
よ
う
と
す
る
立

場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
清
の
文
明
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
北
学
派
が
、

京
の
儒
者
か
ら
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
郷
村
の
儒
者
は
、
依
然
と
し

て
華
夷
分
別
の
考
え
を
持
っ
て
お
り
、
人
間
と
夷
狄
は
そ
の
性
が
異
な
る
と
い
う
人

物
性
異
論
を
提
出
す
る
。
そ
れ
は
、
気
質
之
性
を
強
調
す
る
立
場
で
あ
り
、
華
と
夷

は
本
質
的
に
異
な
る
と
い
う
思
想
で
あ
っ
た
。

か
く
て
一
九
世
紀
の
対
外
危
機
の
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
朝
鮮
朝
の
知
識
人

の
動
き
は
、
京
で
は
開
化
運
動
と
い
う
形
で
、
在
野
で
は
衛
正
斥
邪
思
想
と
い
う
形

と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

衛
正
斥
邪
思
想
は
、
北
方
遊
牧
民
族
の
侵
略
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
中
国
南
宋
の

朱
熹
の
排
外
的
性
理
学
に
そ
の
淵
源
が
あ
り
、
朝
鮮
中
期
の
清
の
侵
略
を
克
服
し
よ

う
と
し
た
宋
時
烈
（
一
六
〇
七
〜
一
六
八
九
）
の
北
伐
運
動
と
も
同
じ
く
、
対
外
危
機

に
直
面
す
る
と
き
の
朱
子
学
の
危
機
克
服
の
方
法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
尊
華
攘

夷
論
に
基
づ
い
た
排
外
主
義
が
一
九
世
紀
の
「
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
に
よ

っ
て
新
し
く
表
出
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
。

朝
鮮
朝
後
期
に
衛
正
斥
邪
論
が
本
格
的
に
台
頭
す
る
の
は
、
李
恒
老
（
号
は
華

西
；
一
七
九
二
〜
一
八
六
八
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
李
恒
老

の
衛
正
斥
邪
思
想
は
、
一
八
六
六
年
の
フ
ラ
ン
ス
軍
艦
が
江
華
島
を
侵
攻
し
た
丙
寅

洋
擾
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
、
丙
寅
洋
擾
の
時
西
洋
と
の
講
和
に
激
し
く
反

対
し
、
主
戦
斥
和
論
を
出
し
、
大
院
君
の
鎖
国
政
策
を
支
持
し
た
。
李
恒
老
は
、
独

学
で
朱
子
・
宋
時
烈
の
著
書
を
読
み
、
自
ら
孔
子
―
朱
子
―
宋
時
烈
の
道
統
を
提
示

し
、
李
栗
谷
学
派
系
列
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
た
が
、
理
気
論
に
つ
い
て
は
、
二
元

論
的
主
理
論
的
で
あ
り
、
李
退
渓
の
説
に
近
い
面
も
持
っ
て
い
た
。
以
後
、
彼
は
華

西
学
派
と
い
う
独
自
の
門
派
を
成
し
、
朝
鮮
朝
末
期
の
代
表
的
な
衛
正
斥
邪
論
者
や

義
兵
運
動
・
独
立
運
動
家
が
彼
の
門
下
か
ら
排
出
す
る!4

。
崔
益
鉉
は
そ
の
中
で
も
最

も
師
の
教
え
に
従
っ
た
人
物
で
あ
り
、
衛
正
斥
邪
思
想
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
。

Ⅲ
　
崔
益
鉉
の
衛
正
斥
邪
論
と
思
想
の
転
回

崔
益
鉉
は
、
新
羅
末
期
の
巨
儒
で
あ
る
孤
雲
崔
致
遠
（
八
五
七
〜
？
）
の
二
七
代
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後
孫
で
一
八
三
三
年
一
二
月
五
日
、
京
畿
道
抱
川
県
内
北
面
で
崔
岱
の
二
男
と
し
て

生
ま
れ
た
。
初
名
は
奇
男
で
、
本
名
は
益
鉉
、
字
は
賛
謙
、
号
は
勉
庵
、
本
貫
は
慶

州
で
あ
る
。

一
四
歳
の
時
、
当
時
の
大
儒
の
華
西
李
恒
老
の
門
下
に
入
り
、
二
三
歳
に
は
科
挙

（
明
経
科
）
に
合
格
し
、
権
知
承
文
院
副
正
学
に
任
命
さ
れ
、
二
四
歳
に
は
成
均
館
典

籍
を
経
て
二
五
歳
で
順
康
園
守
奉
官
に
任
命
さ
れ
た
。
以
降
、
司
憲
府
持
平（
一
八
五

九
年
、
二
七
歳
）・
司
諫
院
正
言（
同
年
）・
吏
曹
正
郎（
一
八
六
〇
年
、
二
八
歳
）・
新
昌

県
監（
一
八
六
二
年
、
三
〇
歳
）・
成
均
館
直
講（
一
八
六
五
年
、
三
三
歳
）・
司
憲
府
掌
令

（
一
八
六
八
年
、
三
六
歳
）・
敦
寧
府
都
正（
同
年
）・
承
政
院
同
副
承
旨（
一
八
七
〇
年
、

三
八
歳
）を
勤
め
た
。

当
時
、
執
権
者
で
あ
っ
た
大
院
君
は
、
王
室
の
権
威
を
高
め
る
た
め
景
福
宮
の
再

建
を
行
い
、
そ
の
財
政
難
克
服
の
た
め
、
当
百
銭
の
鋳
造
・
願
納
銭
・
四
大
門
税
の

徴
収
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
崔
益
鉉
は
一
八
六
八
年
「
戊
辰
上
疏
」
で
土
木
之

役
・
聚
斂
之
政
・
当
百
之
銭
・
四
門
之
税
の
禁
止
を
主
張
し
、
絶
対
権
力
で
あ
る
大

院
君
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
辞
職
に
追
い
こ
ま
れ
た
が
、
逆
に
そ
の
名
声
を
高
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
崔
益
鉉
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
江
華
島
侵
入
（
辛
未
洋
擾；

一
八
七
一
）
を
撃
退
し
、
権
力
を
よ
り
強
め
た
大
院
君
に
「
癸
酉
上
疏
」
を
提
出
、

弾
劾
し
、
結
局
済
州
島
に
流
さ
れ
る
が
、
こ
の
上
疏
は
一
〇
年
間
権
力
を
握
っ
て
い

た
大
院
君
の
下
野
と
国
王
の
高
宗
の
親
政
（
一
八
七
三
）
の
決
定
的
契
機
と
な
っ
た
。

解
配
（
一
八
七
五
）
の
翌
年
の
一
八
七
六
年
日
本
の
砲
艦
外
交
に
屈
服
し
た
朝
鮮
政

府
に
お
い
て
日
本
と
の
通
商
の
議
論
が
始
ま
る
と
、
崔
益
鉉
は
「
持
斧
伏
闕
和
議
疏
」

を
書
き
、
侵
略
勢
力
と
し
て
の
日
本
と
通
商
し
よ
う
と
す
る
政
府
に
反
対
す
る
が
、

再
び
黒
山
島
に
流
さ
れ
、
以
後
約
二
〇
年
間
沈
黙
す
る
。
し
か
し
、
乙
未
事
変
（
明

成
皇
后
（
閔
妃
）
殺
害
事
件
；
一
八
九
五
）
と
「
断
髪
令
」
を
契
機
と
し
て
崔
益
鉉
は

長
い
沈
黙
を
破
っ
て
「
請
討
逆
復
衣
制
上
疏
」
を
書
き
、
衛
正
斥
邪
運
動
の
先
頭
に

立
つ
。
以
後
、
高
宗
か
ら
議
政
府
賛
政
・
宮
内
部
特
進
官
・
京
畿
道
観
察
使
な
ど
の

要
職
に
任
命
さ
れ
る
が
、
赴
任
せ
ず
一
貫
し
て
日
本
排
斥
・
売
国
賊
臣
の
処
断
を
要

求
す
る
。
一
九
〇
五
年
日
露
戦
争
に
勝
利
し
た
日
本
が
韓
国
保
護
条
約
（
＝
乙
巳
保

護
条
約
）
を
結
ぶ
と
「
布
告
八
道
士
民
」
を
書
い
て
抗
日
闘
争
を
叫
び
、
翌
年
六
月
、

義
兵
約
四
〇
〇
人
を
集
め
、
日
本
軍
と
戦
お
う
と
し
た
が
、
反
撃
し
て
き
た
の
は
ほ

と
ん
ど
が
朝
鮮
軍
で
あ
っ
た
た
め
、
戦
闘
を
や
め
、
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ソ
ウ

ル
の
日
本
軍
司
令
部
に
送
ら
れ
、
対
馬
に
送
還
さ
れ
、
一
九
〇
六
年
一
一
月
七
日
、

享
年
七
四
歳
で
対
馬
の
獄
中
で
生
涯
を
終
え
た
。

以
上
の
よ
う
な
崔
益
鉉
の
経
歴
を
ふ
ま
え
、
こ
こ
で
は
崔
益
鉉
の
文
集
で
あ
る

『
勉
菴
集
』
か
ら
崔
益
鉉
の
思
想
の
転
回
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
崔
益
鉉
の
「
自
己
認
識
＝
朝
鮮
認
識
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。

我
国
は
殷
師
（
箕
子
）
以
来
、
既
に
夷
狄
の
風
俗
を
変
化
さ
せ
、
本
朝
に
至

っ
て
は
君
は
君
ら
し
く
、
臣
は
臣
ら
し
く
、
父
は
父
ら
し
く
、
子
は
子
ら
し
く

な
り
、
仁
義
の
教
え
と
礼
楽
が
盛
ん
で
、
夏
・
殷
・
周
の
三
代
と
似
て
い
る
。

だ
か
ら
小
中
華
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る!5

。

崔
益
鉉
は
、
一
七
世
紀
の
「
華
夷
変
態
」
以
後
の
朝
鮮
儒
者
の
典
型
的
な
華
夷
秩

序
観
で
あ
る
「
朝
鮮
中
華
意
識
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
一
八
世
紀

の
歴
史
家
で
あ
る
安
鼎
福
が
『
東
史
綱
目
』
で
確
立
し
た
、
箕
子
朝
鮮
の
時
代
に
既

に
中
華
文
明
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
「
自
己
像!6

」
を
持
っ
て
い
る
の
も
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
朝
鮮
が
中
華
の
命
脈
を
継
承
し
て
い
て
も
「
元
中
華
」
で
あ
る
明
に
対
し

て
、
そ
の
明
に
よ
る
「
再
造
之
恩
」
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
る
。

我
朝
は
明
に
三
百
年
間
事
え
、
壬
辰
年
に
は
国
を
再
建
す
る
と
い
う
。
永
遠

に
忘
れ
て
は
い
け
な
い
恩
を
も
ら
っ
た
の
で
、
必
ず
そ
の
恩
に
報
い
な
い
と
い

け
な
い
義
理
が
我
々
に
は
あ
る
。（
中
略
）
ま
た
、
東
土
（
朝
鮮
）
の
草
や
木
す
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ら
明
の
恩
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
は
な
い
の
で
、
全
て
の
家
で
明
に
対
す
る
祭

祀
を
行
っ
て
も
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い!7

。

明
は
中
華
文
明
そ
の
も
の
で
あ
り
、
明
か
ら
受
け
た
恩
恵
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
認
識
を
崔
益
鉉
が
持
っ
て
い
た
の
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
崔
益
鉉
は
当
時
、
中
国
大
陸
を
支
配
し
て
い
た
清
を
ど
の
よ
う
に
見

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

清
人
が
中
国
の
皇
帝
に
な
っ
て
四
海
を
治
め
る
こ
と
を
志
し
た
の
で
、
中
国

の
伯
主
（
覇
者
）
を
真
似
て
仁
義
と
似
て
い
る
こ
と
を
行
っ
た
が
、
清
は
夷
狄

で
あ
る
。
し
か
し
、
夷
狄
も
人
で
あ
る
か
ら
道
理
を
知
っ
て
い
る
の
は
勿
論
、

事
大
の
礼
を
行
う
だ
け
で
も
良
好
な
関
係
が
で
き
る
。
今
に
至
る
ま
で
、
た
と

え
彼
ら
と
違
う
意
見
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
寛
容
に
よ
っ
て
侵
入
を
受
け

る
畏
れ
は
な
か
っ
た!8

。

崔
益
鉉
は
、
清
に
関
し
て
も
や
は
り
朝
鮮
の
儒
者
の
典
型
的
な
「
清
夷
狄
観
」
を

持
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
し
か
し
、
清
が
た
と
え
夷
狄
で
あ
っ
て
も
夷
狄
は
人
で

あ
り
、
ま
た
「
中
国
」
す
な
わ
ち
中
華
文
明
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て

は
高
い
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
崔
益
鉉
は
、
儒
学
的
・
朱
子
学
的
な
華
夷
秩
序
を
も
っ
て
朝
鮮
・

明
・
清
を
捉
え
て
い
た
が
、
で
は
、
崔
益
鉉
は
西
洋
と
日
本
は
ど
う
見
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

元
々
朝
鮮
王
朝
の
西
洋
船
及
び
西
洋
人
に
対
す
る
対
応
は
、
食
糧
や
飲
料
水
な
ど

を
支
給
し
、
ま
た
漂
流
民
の
場
合
は
、
自
ら
が
願
う
方
式
に
従
っ
て
北
京
へ
送
還
す

る
な
ど
、「
遠
い
所
か
ら
来
た
夷
狄
は
手
厚
く
も
て
な
す
」
と
い
う
の
が
、「
柔
遠
之

義
」
の
朝
鮮
王
朝
の
外
交
政
策
で
あ
っ
た!9

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
西
洋
＝
夷
狄
」

観
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
天
主
教
の
伝
播
と
信
者

の
増
加
に
よ
っ
て
朱
子
学
的
社
会
秩
序
が
危
機
状
況
を
迎
え
た
事
態
と
、
西
洋
の
武

力
侵
攻
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
事
態
・
事
件
に
よ
っ
て
朝
鮮
は
徐
々
に
西
洋
を
夷

狄
＝
人
間
で
は
な
く
、
禽
獣
と
し
て
非
難
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
崔
益
鉉
も
、
丙
寅

洋
擾
直
前
に
国
王
で
あ
る
高
宗
に
あ
げ
た
上
疏
で
、

西
洋
の
族
は
、
夷
狄
に
も
至
れ
な
い
も
の
で
、
す
な
わ
ち
禽
獣
で
あ
り
、
人

間
の
す
が
た
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
も
し
一
日
、
人
間
と
混
じ
っ
た
ら
一

日
分
の
禍
が
有
り
、
二
日
、
人
間
と
混
じ
る
と
二
日
分
の
禍
が
有
る@0

。

と
書
い
て
西
洋
は
顔
は
人
間
で
あ
っ
て
も
実
は
禽
獣
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
西
洋
＝
禽
獣
観
は
、
朝
鮮
朝
初
期
か
ら
交
隣
関
係
を
結
ん
で
い
た
日
本
に

対
し
て
の
認
識
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
維
新
に

よ
っ
て
西
洋
化
の
道
を
歩
ん
だ
近
代
日
本
が
、
万
国
公
法
秩
序
に
基
づ
い
て
朝
鮮
と

の
新
し
い
外
交
関
係
の
締
結
を
望
み
、
砲
艦
外
交
で
朝
鮮
と
の
近
代
的
な
条
約
を
結

ぼ
う
と
し
て
い
た
と
き
（
雲
揚
号
事
件：

一
八
七
五
）、
崔
益
鉉
は
、
日
本
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

昔
の
倭
人
は
隣
の
国
の
人
で
あ
っ
た
が
、
今
の
倭
人
は
寇
賊
で
あ
る
。
隣
の

国
と
は
講
和
が
で
き
る
が
寇
賊
と
は
講
和
が
で
き
な
い
。
倭
人
が
寇
賊
で
あ
る

の
は
、
彼
ら
が
洋
賊
の
手
先
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
今
来
た
倭
人

は
、
西
洋
の
服
を
着
、
西
洋
の
大
砲
を
用
い
、
西
洋
の
船
に
乗
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
皆
、
西
洋
と
倭
が
一
体
で
あ
る
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
る@1

。

彼
ら
は
た
と
え
倭
人
と
い
わ
れ
て
い
て
も
、
実
は
洋
賊
で
あ
る
。
も
し
こ
の

こ
と
（
講
和
）
が
成
立
す
る
と
、
邪
学
の
本
や
天
主
の
像
が
交
易
品
に
混
入
す
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る
。（
中
略
）
将
来
、
ほ
と
ん
ど
の
家
が
邪
学
の
家
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
人

が
邪
学
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
、
子
は
父
を
父
と
し
て
認
め
な
く
な
り
、
臣
下

は
君
を
君
と
し
て
認
め
な
く
な
り
、
人
倫
は
な
く
な
り
、
人
間
は
禽
獣
に
な
っ

て
し
ま
い
、
国
を
乱
す
三
つ
目
の
原
因
と
な
る
だ
ろ
う@2

。

西
洋
化
し
た
日
本
は
禽
獣
で
あ
り
、
そ
の
禽
獣
と
条
約
を
結
ぶ
と
天
主
教
な
ど
の

反
人
倫
的
な
教
説
に
よ
っ
て
中
華
文
明
の
国
が
乱
れ
た
状
態
に
陥
る
畏
れ
が
あ
る
と

警
告
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
西
洋
に
対
す
る
反
感
が
、
西
洋
化
し
た
明
治
日
本
に

そ
の
ま
ま
投
影
さ
れ
、
西
洋
＝
禽
獣
＝
日
本
と
の
条
約
の
反
対
を
訴
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
訴
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
は
日
本
と
日
朝
修
好
条
規
（
一
八
七
六

年
）
を
結
び
、
本
格
的
な
近
代
と
の
出
会
い
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
約
三

○
年
間
朝
鮮
半
島
は
、
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
な
ど
、
列
強
の
角
逐
場
へ
と
転
落
し
、

結
局
は
一
九
○
五
年
に
外
交
権
が
奪
わ
れ
、
日
本
の
保
護
国
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

と
な
る
（
韓
国
保
護
条
約
）。
で
は
、
こ
の
一
連
の
事
態
と
か
か
わ
っ
て
崔
益
鉉
の
思

想
は
ど
の
よ
う
に
転
回
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

崔
益
鉉
は
、
韓
国
保
護
条
約
の
直
後
「
布
告
八
道
士
民
」
と
い
う
日
本
へ
の
抵
抗

を
促
す
文
書
を
著
す
。

我
国
が
高
麗
朝
以
来
、
た
と
え
名
称
は
中
国
の
藩
属
で
あ
っ
て
も
土
地
・
人

民
・
政
事
は
皆
自
立
・
自
主
し
て
、
彼
ら
の
干
渉
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
全

盛
の
時
は
、
勝
兵
が
百
万
余
り
、
財
貨
は
庫
に
充
満
し
、
百
姓
は
豊
か
で
、
人

口
も
多
く
、
た
と
え
隋
の
煬
帝
と
唐
の
太
宗
が
威
勢
を
持
っ
て
い
て
も
負
け
て

帰
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
元
の
世
宗
も
八
回
に
わ
た
る
侵

攻
の
末
に
よ
う
や
く
服
属
さ
せ
た
。
我
朝
の
太
宗
の
時
、
倭
寇
が
侵
入
し
た
が

幾
度
も
こ
れ
を
斥
け
、
壬
辰
倭
乱
の
時
に
も
、
た
と
え
明
の
救
援
を
乞
わ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
や
が
て
回
復
・
勝
利
し
た
功
は
皆
我
兵
が
露
梁
で

倭
船
七
十
隻
余
り
を
沈
没
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
事
実

か
ら
見
れ
ば
、
我
国
は
た
と
え
狭
く
て
も
人
の
性
質
は
強
力
で
、
他
国
に
負
け

な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う@3

。

こ
の
よ
う
に
崔
益
鉉
は
、
日
本
へ
の
抵
抗
の
論
理
と
し
て
、
歴
史
的
な
「
朝
鮮
民

族
」
の
偉
大
さ
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
段
階
で
崔
益
鉉
が

捉
え
て
い
る
明
は
、
も
は
や
「
中
華
」・「
再
造
之
恩
」
の
地
位
を
失
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
約
三
○
年
前
、
崔
益
鉉
が
力
説
し
て
い
た
、
朝
鮮
が
明
を
三
〇
〇
年
間
礼

を
も
っ
て
事
え
た
こ
と
や
明
に
受
け
た
恩
恵
の
言
説
は
、
こ
こ
で
は
見
ら
れ
な
い
。

秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
の
と
き
、
朝
鮮
が
秀
吉
軍
を
撃
退
さ
せ
た
要
因
は
、
明
に
よ
る
救

援
軍
の
派
遣
で
は
な
く
、
朝
鮮
軍
の
活
躍
の
た
め
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
、

そ
の
大
き
な
変
容
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
明
は
「
中
華
」
の
地
位
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
他

国
・
他
者
」
に
転
落
し
た
の
で
あ
る
。

崔
益
鉉
は
ま
た
、
韓
国
保
護
条
約
を
承
認
し
、
朝
鮮
を
植
民
地
の
状
態
に
陥
ら
せ

た
「
売
国
奴：

乙
巳
五
賊
」
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
厳
し
く
批
判
す
る
。

今
度
、
新
条
約
を
勝
手
に
許
し
た
朴
斉
純
・
李
址
鎔
・
李
根
沢
・
李
完
用
・

権
重
顕
な
ど
五
賊
は
、
我
が
国
家
の
罪
人
だ
け
で
は
な
く
て
、
実
に
天
地
祖
宗

の
仇
敵
で
、
全
国
万
民
の
仇
敵
で
あ
る
。（
中
略
）
春
秋
の
法
に
「
乱
臣
・
賊

子
は
人
々
が
誅
殺
す
べ
き
だ
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
全
て
の
士
民
・
軍
卒
・

下
人
は
皆
敵
を
討
伐
し
な
い
と
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
義
理
を
も
っ
て
努
力

し
、
誓
っ
て
こ
の
五
賊
を
殺
し
て
我
が
祖
宗
・
人
民
の
大
き
な
仇
敵
を
除
去
す

る
べ
き
で
あ
る@4

。

「
乙
巳
五
賊
」
が
万
民
・
人
民
の
仇
敵
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
全
国
民
の
公

敵
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
彼
ら
の
除
去
の
論
理
と
し
て
「
春
秋
の
法
」
を
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引
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。「
国
民
的
仇
敵
」
へ
の
復
讐
の
論
理
に
「
春
秋
の
法
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
「
我
が
祖
宗
・
人
民
の
大
き
な
仇
敵
を
除
去
」

す
る
と
い
う
論
理
と
な
っ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
彼
は
、

売
国
の
逆
賊
は
天
地
・
父
母
・
宗
社
・
生
霊
の
大
き
な
仇
敵
で
あ
る
。
全
国

の
臣
民
は
決
し
て
一
日
で
も
（
彼
ら
と
）
同
じ
天
の
下
で
共
に
生
き
て
い
る
こ

と
は
で
き
な
い
。（
中
略
）
士
民
は
当
然
一
心
団
結
し
て
、
罪
を
裁
き
、
討
伐

し
て
追
い
出
す
こ
と@5

。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
つ
い
に
「
士
民
＝
国
民
」
が
心
を
一

つ
に
し
て
抵
抗
せ
よ
と
い
う
言
説
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
崔
益
鉉
が
基
づ
い
て
い
た
認
識
論
的
な
枠
組
み
は
、
朱
子
学
と
い
う
朝
鮮
王
朝

の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
。（
中
略
）
し
た
が
っ
て
、
彼
の

思
想
は
全
体
構
成
員
を
一
つ
で
縛
る
『
政
治
的
一
体
意
識
』
を
形
成
し
、
進
ん
で
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
一
段
階
飛
び
上
が
る
こ
と
に
は
あ
る
程
度
の
限
界
を
持
っ
て
い

た
」@6

と
い
う
こ
と
が
崔
益
鉉
の
思
想
あ
る
い
は
衛
正
斥
邪
思
想
に
対
す
る
一
般
的
な

評
価
で
あ
る
が
、
既
述
し
た
崔
益
鉉
の
言
説
に
よ
れ
ば
、「
全
体
構
成
員
を
一
つ
で

縛
る
」
言
説
が
登
場
し
て
お
り
、
崔
益
鉉
の
思
想
の
転
回
は
、
華
夷
観
念
的
な
言
説

か
ら
大
き
く
変
容
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅳ
　
お
わ
り
に

以
上
、
一
九
世
紀
の
対
外
危
機
に
対
す
る
、
朝
鮮
の
思
想
的
反
応
と
転
回
を
崔
益

鉉
の
言
説
を
通
じ
て
論
じ
て
き
た
。

一
九
世
紀
の
西
洋
列
強
の
ア
ジ
ア
へ
の
接
近
は
、
朝
鮮
の
衛
正
斥
邪
思
想
の
み
な

ら
ず
、
徳
川
日
本
に
も
対
抗
思
想
が
登
場
す
る
。
後
期
水
戸
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
子

安
宣
邦
は
「
一
九
世
紀
の
中
期
、
欧
米
諸
国
に
よ
る
軍
事
力
を
も
っ
て
す
る
開
国
通

商
の
要
求
に
よ
っ
て
動
揺
し
た
徳
川
末
期
日
本
に
あ
っ
て
、
危
機
の
政
治
思
想
と
し

て
登
場
し
た
の
が
後
期
水
戸
学
で
す
。
本
来
、
水
戸
学
は
明
の
亡
命
学
者
朱
舜
水
の

指
導
下
に
形
成
さ
れ
た
朱
子
学
で
す
。
徳
川
後
期
社
会
で
政
治
思
想
と
し
て
自
ら
再

形
成
し
て
い
っ
た
水
戸
学
を
、
初
期
の
も
の
と
区
別
し
て
私
た
ち
は
後
期
水
戸
学
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
後
期
水
戸
学
の
代
表
者
会
沢
正
志
斎
に
『
新
論
』（
一
八
五
七

年
刊
）
と
い
う
著
書
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
危
機
の
時
代
の
政
治
的
活
動
家
（
幕
末

の
志
士
）
た
ち
に
絶
対
な
影
響
を
与
え
た
書
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
で
会
沢
は
、
対

外
的
危
機
に
対
応
す
る
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
民
心
を
統
一
す
る
こ
と

だ
と
い
い
ま
す
」@7

と
述
べ
て
い
る@8

。
と
こ
ろ
が
、
儒
学
・
朱
子
学
的
言
説
に
基
づ
い

た
こ
れ
ら
朝
鮮
朝
・
徳
川
日
本
両
思
想
の
決
定
的
な
相
違
点
は
、
後
期
水
戸
学
の
思

想
は
（
会
沢
安
の
思
想
か
ら
窺
う
と
）「
明
ら
か
に
宣
長
の
主
張
を
継
承
し
た
、
華
夷

思
想
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
」@9

の
に
対
し
て
、
衛
正
斥
邪
思
想
は
（
開
港
以
前

の
崔
益
鉉
の
思
想
に
限
れ
ば
）
華
夷
思
想
に
基
づ
い
た
排
外
意
識
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。一

方
、
朱
子
学
一
尊
主
義
の
朝
鮮
朝
に
比
べ
て
、
よ
り
「
思
想
的
多
様
性
」
を
保

持
し
て
い
た
徳
川
日
本
で
は
、
後
期
水
戸
学
以
外
に
も
、
西
洋
で
は
な
く
「
中
国
」

を
他
者
と
し
て
認
識
し
、
排
撃
し
よ
う
と
す
る
国
学
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
言
説
が

早
く
も
一
八
世
紀
に
登
場
す
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
朝
の
衛
正
斥
邪
思
想
の
展
開
、
特

に
、
開
港
以
降
の
崔
益
鉉
の
思
想
に
窺
え
る
朝
鮮
朝
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
や

は
り
朱
子
学
と
の
融
合
に
よ
っ
て
誕
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
朝
鮮
王
朝
と
徳
川
日
本
の
思
想
の
展
開
の
類
似
性
と
相
違
性
に
基
づ

い
た
、
一
九
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
で
の
思
想
の
比
較
分
析
は
、
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る

が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
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近
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学
報
』
二
一
、
一
九
九
五
。

u

金
鎬
城
「
勉
庵
崔
益
鉉
研
究
―
倡
義
と
評
価
」『
韓
国
政
治
外
交
史
論
叢
』
一
四
、

一
九
九
六
。

i

朴
敬
子
「
衛
正
斥
邪
論
者
の
対
西
洋
認
識
―
華
西
学
派
を
中
心
に
」『
韓
国
思
想
史

学
』
一
三
、
一
九
九
九
。

o

イ
ミ
リ
ム
「
華
西
李
恒
老
の
民
族
意
識
に
関
す
る
研
究
」『
韓
国
哲
学
論
集
』
一
一
、

二
〇
〇
二
。

!0

錫
源
「
勉
庵
崔
益
鉉
の
義
理
思
想
」『
東
洋
哲
学
研
究
』
三
一
、
二
〇
〇
二
。

!1

D
on

ald
B

aker

著
、
金
世
潤
訳
『
朝
鮮
後
期
儒
教
と
天
主
教
の
対
立
』
一
潮
閣
、

一
九
九
七
。
崔
東
煕
『
西
学
に
対
す
る
韓
国
実
学
の
反
応
』
高
大
民
族
文
化
研
究
所
、

一
九
八
八
を
参
照
。

!2

民
族
と
思
想
研
究
会
編
『
四
端
七
情
論
』
ソ
グ
ァ
ン
社
、
一
九
九
二
。
姜
在
彦

『
朝
鮮
儒
教
の
二
千
年
』
朝
日
選
書
、
二
〇
〇
一
を
参
照
。

!3

ユ
ボ
ン
ハ
ク
『
朝
鮮
後
期
学
界
と
知
識
人
』
シ
ン
グ
文
化
社
、
一
九
九
八
を
参
照
。

!4

呉
瑛
変
『
華
西
学
派
の
思
想
と
民
族
運
動
』
国
学
資
料
院
、
一
九
九
九
。

!5

『
勉
菴
集
』
書
、
擬
答
兪
吉
濬
、
乙
未
十
二
月
七
日
。

我
國
自
殷
師
以
來
。
已
變
夷
俗
。
至
于
本
朝
。
君
君
臣
臣
父
父
子
子
。
仁
義
之
教
。

禮
樂
之
俗
。
彬
彬
與
三
代
相
埒
。
此
所
以
有
小
中
華
之
名
。

!6

拙
稿
「
一
八
世
紀
に
お
け
る
朝
鮮
王
朝
の
自
他
認
識
―
安
鼎
福
の
思
想
を
中
心
に
―
」

『
日
本
思
想
史
研
究
会
会
報
』
二
○
、
二
○
○
三
を
参
照
の
こ
と
。

!7

『
勉
菴
集
』
疏
、
丙
寅
擬
疏
。

惟
我
朝
之
於
皇
明
。
既
三
百
年
臣
事
而
壬
辰
再
造
。
又
有
萬
世
不
忘
之
恩
。
故
有

萬
世
必
報
之
義
。（
中
略
）
環
東
土
一
草
一
木
莫
非
皇
恩
之
所
被
。
則
雖
家
戸
而
戸
祝
。

未
爲
不
可
。

!8

『
勉
菴
集
』
疏
、
持
斧
伏
闕
斥
和
議
疏
、
丙
子
正
月
二
十
二
日
。

清
人
志
在
帝
中
國
而
撫
四
海
。
故
猶
能
略
效
中
國
之
伯
主
。
假
借
仁
義
之
近
似
。

則
是
止
夷
狄
耳
。
夷
狄
人
也
。
故
即
不
問
道
理
如
何
。
若
能
以
小
事
大
。
則
彼
此
交

好
。
式
至
于
今
。
雖
有
不

彼
意
者
。
有

怒
之
量
。
而
無
侵
虐
之
患
。

!9

国
史
編
纂
委
員
会
編
『
韓
国
史
』
三
七
、
探
究
堂
文
化
社
、
二
○
○
○
、
五
頁
。

@0

『
勉
菴
集
』
疏
、
丙
寅
擬
疏
。

西
洋
之
族
。
則
又
夷
狄
之
不
若
。
眞
是
禽
獸
而
人
形
者
也
。
一
日
混
於
人
間
。
則

有
一
日
之
禍
。
二
日
混
於
人
間
。
則
有
二
日
之
禍
。

@1

『
勉
菴
集
』
疏
、
持
斧
伏
闕
斥
和
議
疏
、
丙
子
正
月
二
十
二
日
。

古
之
倭
鄰
國
也
。
今
之
倭
寇
賊
也
。
鄰
國
可
和
。
寇
賊
不
可
和
也
。
倭
之
爲
寇
賊
。

果
何
以
眞
知
也
。
以
其
爲
洋
賊
之
前
導
矣
。（
中
略
）
今
倭
人
之
來
者
。
服
洋
服
。
用

洋
砲
。
乘
洋
舶
。
凡
此
。
皆
倭
洋
一
體
之
明
證
也
。

@2

『
勉
菴
集
』
疏
、
持
斧
伏
闕
斥
和
議
疏
、
丙
子
正
月
二
十
二
日
。

彼
雖
託
名
倭
人
其
實
洋
賊
也
。
若
事
一
成
。
則
邪
學
之
書
。
天
主
之
像
。
混
入
於

交
易
之
中
。（
中
略
）
將
見
其
家
家
邪
學
。
人
人
邪
學
。
子
焉
而
不
父
其
父
。
臣
焉
而

不
君
其
君
。
衣
裳
淪
於
糞
壤
。
而
人
類
化
爲
禽
獸
矣
。
此
和
之
所
以
致
亂
凶
者
三
也
。

@3

『
勉
菴
集
』
雜
著
、
布
告
八
道
士
民
。

我
國
自
高
麗
以
來
。
雖
名
爲
中
國
之
藩
屬
。
然
土
地
也
人
民
也
政
事
也
。
皆
我
自

立
。
皆
我
自
主
。
毫
無
彼
人
之
所
干
渉
。
是
以
。
方
其
全
盛
也
。
勝
兵
百
餘
萬
。
財

貨
充
府
庫
。
百
姓
殷
富
。
戸
口
滋
殖
。
雖
而
隋
煬
帝
唐
太
宗
之
威
。
而
未
免
敗
衄
而

歸
。
元
世
祖
至
八
用
兵
以
後
取
服
。
當
我
太
祖
時
。
倭
人
常
屡
侵
而
屡
敗
。
壬
辰
之
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役
。
雖
有
大
明
之
救
援
。
而
其
回
復
全
勝
之
功
。
皆
在
我
兵
。
沈
沒
倭
兵
七
十
餘
艘

於
露
梁
。（
中
略
）
由
是
觀
之
。
我
國
雖
褊
小
。
其
人
性
質
強
力
。
不
必
多
讓
於
他

國
。

@4

『
勉
菴
集
』
雜
著
、
布
告
八
道
士
民
。

今
番
新
條
約
擅
許
之
齊
純
址
鎔
根
澤
完
用
重
顯
比
五
賊
者
。
乃
不
惟
吾
國
家
之
罪

人
而
已
。
實
天
地
祖
宗
之
讎
也
。
全
國
萬
民
之
讐
也
。（
中
略
）
春
秋
之
法
。
乱
臣
賊

子
。
人
人
得
以
誅
之
。
凡
百
士
民
及
軍
卒
與

。
皆
以
賊
不
討
不
生
之
義
。
各
貼
額

上
。
努
力
自
奮
。
誓
殺
此
五
賊
。
以
除
非
祖
宗
人
民
之
大
讎
事
。

@5

『
勉
菴
集
』
雜
著
、
魯
城
闕
里
祠
講
會
時
誓
告
條
約
。

賣
國
諸
賊
。
是
天
地
父
母
宗
社
生
靈
之
大
讎
也
。
全
國
臣
民
。
決
不
可
一
日
共
戴

一
天
。（
中
略
）
士
民
當
一
心
齊
聲
。
治
罪
討
逐
事
。

@6

金
錫
根
「
金
玉
均
と
崔
益
鉉
―
一
九
世
紀
末
『
開
国
』
を
眺
め
る
二
つ
の
視
線
」

『
韓
国
政
治
思
想
の
比
較
研
究
』
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
九
九
、
一
三
三
頁
。

@7

子
安
宣
邦
『
鬼
神
論
』
白
澤
社
、
二
〇
〇
二
、
二
二
〜
二
三
頁
。

@8

ま
た
、
後
期
水
戸
学
は
「
明
治
維
新
＝
王
政
復
古
を
実
現
し
た
尊
王
攘
夷
運
動
の

思
想
的
原
動
力
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
近
代
天
皇
制
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支

柱
を
な
し
た
国
体
論
の
形
象
化
し
た
思
想
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
」（
本
郷
隆
盛
「
藤

田
幽
谷
『
正
名
論
』
の
歴
史
的
位
置
」
衣
笠
安
喜
編
『
近
世
思
想
史
研
究
の
現
在
』

思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
）
た
。
戦
前
の
諸
言
説
の
視
点
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
、

前
期
水
戸
学
と
後
期
水
戸
学
と
の
異
質
性
に
注
意
を
う
な
が
し
、
後
期
水
戸
学
か
ら

日
本
の
近
代
的
国
家
形
成
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
発
見
し
た
尾
藤
正
英
は
、「
水
戸
学
の

特
質
」（『
日
本
思
想
大
系
』
五
三
、
一
九
七
三
）
で
「
江
戸
時
代
初
期
に
、
第
二
代

の
藩
主
徳
川
光
圀
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
事
業
は
、
確
か
に

朱
子
学
を
そ
の
理
論
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
前
期
に
お
け
る

水
戸
藩
の
学
風
と
、
後
期
に
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
水
戸
学
と
の
間
に
は
、
思
想
的
に

関
し
て
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
、
前
期
水
戸
学
は
、『
大
日
本
史
』

の
編
纂
過
程
の
中
で
も
紀
伝
す
な
わ
ち
、
本
紀
と
列
伝
の
部
を
中
心
と
し
、
天
皇
を

含
め
て
「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
対
す
る
道
徳
上
の
評
価
を
確
定
し
」、
ま
た
「
天
皇
に

つ
い
て
正
統
と
閏
統
と
を
区
別
し
、
人
臣
の
行
動
に
つ
い
て
是
か
非
か
を
判
定
し
た

の
は
、
い
ず
れ
も
一
定
の
道
徳
的
基
準
に
基
づ
」
い
た
「
儒
教
と
く
に
朱
子
学
の
道

徳
理
念
」
の
思
想
を
保
持
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
期
水
戸
学
の
編
纂
事
業
は
、

「
対
象
が
制
度
史
的
な
部
門
に
移
っ
た
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
く
、
日
本
社
会
に
固
有
の
構

造
な
い
し
伝
統
と
い
っ
た
、
民
族
的
個
性
あ
る
い
は
特
殊
性
の
側
面
の
方
に
、
主
要

な
関
心
が
指
向
さ
れ
」
て
い
る
と
、
後
期
水
戸
学
の
思
想
的
転
回
に
注
目
し
な
が
ら
、

日
本
に
お
け
る
近
代
国
家
の
形
成
と
い
う
長
い
過
程
の
中
に
、
水
戸
学
を
位
置
づ
け
、

儒
学
・
朱
子
学
思
想
か
ら
出
発
し
た
水
戸
学
が
近
代
国
家
形
成
の
思
想
に
変
わ
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
徳
川
日
本
に
お
い
て
は
、
元
来
は
儒
学
・
朱

子
学
に
基
づ
い
て
い
た
前
期
水
戸
学
が
対
外
危
機
の
克
服
思
想
、
後
期
水
戸
学
と
し

て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

@9

桂
島
宣
弘
「
華
夷
思
想
の
解
体
と
自
他
認
識
の
変
容
」『
岩
波
講
座
近
代
日
本
の
文

化
史
』
二
、
岩
波
書
店
、
二
○
○
一
、
二
四
四
頁
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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九

一
九
世
紀
の
「
対
外
危
機
」
に
お
け
る
朝
鮮
王
朝
の
思
想
的
反
応


